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一�

、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
現
金
給
付
政

策

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
は
急
激
な

経
済
シ
ョ
ッ
ク
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
よ
う
な
個
人
で
は

回
避
不
可
能
で
そ
の
責
任
と
は
考
え
ら
れ
な
い
経
済

シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
所
得
低
下
に
対
し
て
、
一
定
の
所
得
保

障
を
す
る
こ
と
は
政
府
の
役
割
と
し
て
正
当
化
さ
れ
よ

う
。
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
は
わ
が
国
に
お
い
て
も
前
例
の

な
い
規
模
の
現
金
給
付
政
策
が
実
施
さ
れ
た
。
本
稿
で
は

特
に
個
人
向
け
の
現
金
給
付
政
策
に
つ
い
て
注
目
し
た

い
。

　

コ
ロ
ナ
禍
の
個
人
向
け
の
現
金
給
付
政
策
と
し
て
は
、

特
別
定
額
給
付
金
と
子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
が

あ
げ
ら
れ
る
。
特
別
定
額
給
付
金
は
住
民
基
本
台
帳
に
記

録
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
一
律
一
〇
万
円
を

給
付
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
令
和
二
年
度
第
一
次
補
正
予

算
に
計
上
さ
れ
た
特
別
定
額
給
付
金
の
事
業
費
は
一
二
兆

八
、
八
〇
二
億
九
三
百
万
円
で
あ
っ
た
。
特
別
定
額
給
付

金
の
給
付
済
み
金
額
は
令
和
三
年
三
月
三
一
日
時
点
で
一

二
・
六
七
兆
円
で
あ
り
、
こ
れ
は
各
市
区
町
村
に
お
け
る

〔
Ｊ
Ｓ
Ｒ
Ｉ
時
事
エ
ッ
セ
イ 

鈴
懸
の
木
の
下
〕

平�

時
か
ら
の
所
得
再
分
配
政
策
の
必
要
性
：

ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
を
見
据
え
て

高　

松　

慶　

裕
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給
付
予
定
金
額
の
合
計
の
九
九
・
七
％
で
あ
っ
た⑴

。
ま

た
、
子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
は
、
〇
歳
か
ら
高

校
三
年
生
ま
で
の
児
童
を
養
育
す
る
世
帯
主
の
年
収
が
約

九
六
〇
万
円
ま
で
の
世
帯
を
対
象
に
一
〇
万
円
を
給
付
す

る
も
の
で
あ
る
。
①
先
行
給
付
金
（
五
万
円
）
と
追
加
給

付
金
（
五
万
円
）
の
組
合
せ
、
②
先
行
給
付
金
（
五
万

円
）
と
ク
ー
ポ
ン
給
付
（
五
万
円
相
当
）
の
組
合
せ
、
③

一
括
給
付
金
（
一
〇
万
円
）、
の
中
か
ら
自
治
体
が
地
域

の
実
情
に
応
じ
て
選
択
し
て
実
施
す
る
。
予
算
額
は
令
和

三
年
度
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
予
備
費
と
令

和
三
年
度
第
一
次
補
正
予
算
よ
り
一
兆
九
、
三
七
三
億
円

と
な
っ
て
い
る⑵

⑶

。

　

本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
個
人
向
け
の
現
金
給
付
政
策
の

論
点
と
課
題
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
平
時
に
お
い
て
も
現

役
世
代
の
支
援
を
必
要
と
す
る
世
帯
に
対
す
る
現
金
給
付

を
行
え
る
よ
う
な
所
得
再
分
配
の
仕
組
み
を
構
築
す
る
た

め
の
私
見
を
述
べ
た
い
。

二�

、
現
金
給
付
の
あ
り
方
：
普
遍
主
義

的
な
給
付
と
選
抜
主
義
的
な
給
付

　

そ
も
そ
も
現
金
給
付
政
策
は
普
遍
主
義
的
な
も
の
と
選

抜
主
義
的
な
も
の
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
普
遍
主

義
的
な
現
金
給
付
は
所
得
制
限
等
を
設
け
ず
、
対
象
者
を

幅
広
く
設
定
し
給
付
す
る
も
の
で
あ
る
。
全
国
民
を
対
象

に
個
人
単
位
で
無
条
件
に
所
得
保
障
す
る
と
い
っ
た
ベ
ー

シ
ッ
ク
・
イ
ン
カ
ム
と
よ
ば
れ
る
政
策
は
こ
ち
ら
に
該
当

す
る
。
後
者
の
選
抜
主
義
的
な
現
金
給
付
は
、
所
得
制
限

等
で
給
付
対
象
者
を
絞
り
込
み
支
援
を
真
に
必
要
と
す
る

者
へ
重
点
的
に
給
付
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
資
力

調
査
を
用
い
る
生
活
保
護
制
度
は
こ
ち
ら
に
該
当
す
る
。

　

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
現
金
給
付
政
策
は
当
初
、
選
抜
主

義
的
な
現
金
給
付
政
策
と
し
て
生
活
に
困
っ
て
い
る
世
帯

に
対
し
て
三
〇
万
円
を
給
付
す
る
生
活
支
援
臨
時
給
付
金
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（
仮
称
）
と
し
て
制
度
設
計
さ
れ
た
が
、
生
活
困
窮
者
へ

重
点
的
に
給
付
す
る
た
め
の
制
度
構
築
が
困
難
と
判
断

し
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
に
留
意
し
つ

つ
、
簡
素
な
仕
組
み
で
迅
速
か
つ
的
確
に
家
計
へ
の
支
援

を
行
う
と
い
う
観
点
か
ら
全
住
民
を
対
象
と
す
る
普
遍
主

義
的
な
特
別
定
額
給
付
金
に
変
更
さ
れ
て
実
施
さ
れ
た
。

子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
は
、
子
育
て
世
帯
に
対

象
を
限
定
し
、
年
収
制
限
も
あ
る
た
め
、
特
別
定
額
給
付

金
よ
り
も
選
抜
主
義
的
な
現
金
給
付
政
策
と
い
え
る
が
、

特
別
定
額
給
付
金
の
制
度
設
計
時
の
問
題
は
解
決
さ
れ
て

お
ら
ず
、
児
童
手
当
制
度
の
枠
組
み
を
利
用
し
た
プ
ッ

シ
ュ
型
の
給
付
と
高
校
生
以
上
の
児
童
に
つ
い
て
は
申
請

に
よ
る
も
の
を
組
み
合
わ
せ
る
形
に
な
っ
た
。

三
、
給
付
付
き
税
額
控
除

　

わ
が
国
の
コ
ロ
ナ
禍
以
前
か
ら
の
所
得
再
分
配
政
策
の

問
題
点
は
、
所
得
再
分
配
や
給
付
が
高
齢
者
世
代
に
偏
っ

て
お
り
、
働
く
こ
と
の
で
き
る
現
役
世
代
の
低
所
得
者
に

対
す
る
支
援
が
皆
無
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ワ
ー
キ
ン

グ
・
プ
ア
や
子
ど
も
の
貧
困
と
い
っ
た
問
題
も
注
目
さ
れ

て
き
た
が
、
最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
の
生
活

保
護
制
度
が
機
能
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
よ
り
も
も

う
少
し
上
位
の
（
す
な
わ
ち
生
活
保
護
に
至
る
以
前
の
）

所
得
支
援
政
策
が
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
役
世
代

の
低
所
得
者
に
対
す
る
現
金
給
付
政
策
を
採
っ
て
こ
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
急
激
な
経
済
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
家
計

の
所
得
急
減
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
把
握
し
給
付
す
る
方
法

や
要
所
得
支
援
者
の
情
報
等
（
例
え
ば
対
象
者
の
金
融
機

関
口
座
の
情
報
）
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。

　

諸
外
国
に
お
け
る
低
所
得
者
に
対
す
る
所
得
支
援
政
策

と
し
て
は
、
給
付
付
き
税
額
控
除
制
度
が
知
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
所
得
税
制
上
の
税
額
控
除
と
し
て
家
計
の
算

出
税
額
か
ら
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
部
分
を
還
付
す
る
方
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法
や
単
に
手
当
と
し
て
給
付
す
る
方
法
が
あ
り
、
各
国
ご

と
に
異
な
る⑷

。
ま
た
そ
の
目
的
も
就
労
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

を
与
え
る
勤
労
税
額
控
除
、
子
育
て
支
援
と
し
て
の
児
童

税
額
控
除
、
消
費
税
逆
進
性
対
策
の
税
額
控
除
な
ど
多
様

で
あ
る
が
、
勤
労
税
額
控
除
を
念
頭
に
多
く
の
制
度
で
共

通
す
る
部
分
と
し
て
は
、
子
ど
も
の
数
な
ど
の
世
帯
構

成
、
所
得
額
や
労
働
時
間
の
増
加
に
よ
っ
て
控
除
（
給

付
）
額
が
変
化
す
る
こ
と
で
就
労
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与

え
る
よ
う
に
制
度
設
計
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る⑸

。

　

筆
者
は
現
在
の
日
本
の
財
政
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
対

象
者
を
絞
り
支
援
を
真
に
必
要
と
す
る
選
抜
主
義
的
な
現

金
給
付
に
よ
る
所
得
再
分
配
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。
そ

し
て
、
給
付
付
き
税
額
控
除
の
よ
う
な
現
役
世
代
で
支
援

を
必
要
と
す
る
低
所
得
世
帯
に
対
し
て
就
労
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
を
与
え
な
が
ら
給
付
す
る
仕
組
み
を
平
時
よ
り
導

入
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か⑹

。

四�

、
平
時
の
現
金
給
付
政
策
の
制
度
設

計

　

以
下
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
現
金
給
付
政
策
が
改
め
て
明

ら
か
に
し
た
課
題
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
に

向
け
た
平
時
の
所
得
再
分
配
政
策
と
し
て
ど
の
よ
う
な
制

度
設
計
が
望
ま
し
い
か
を
指
摘
し
た
い
。
第
一
に
、
所
得

を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
今
回
の
子

育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
（
し
た
が
っ
て
児
童
手
当

も
同
様
で
あ
る
）
に
お
け
る
世
帯
主
の
所
得
把
握
は
前
年

所
得
が
基
準
と
な
る
た
め
約
一
年
前
の
情
報
に
基
づ
く
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
家
計
の
急
変
に
よ
る
経
済
状
態
の

悪
化
は
一
年
前
の
情
報
で
は
古
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
英
国

の
「
リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
シ
ス
テ
ム
」
の
例
を
踏
ま
え
れ

ば
、
企
業
が
給
与
支
払
い
時
に
源
泉
徴
収
と
と
も
に
シ
ス

テ
ム
に
給
与
所
得
者
の
所
得
情
報
を
登
録
す
る
こ
と
で
、
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直
近
の
所
得
情
報
で
給
付
額
を
判
定
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。
企
業
側
の
負
担
を
考
慮
し
て
個
人
で
自
身
の
給
与

所
得
情
報
を
登
録
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

毎
月
の
給
与
明
細
等
を
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
す
る
形
（
ス
マ
ホ

で
自
動
入
力
ま
た
は
給
与
明
細
の
電
子
化
）
で
勤
労
所
得

を
把
握
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
令
和
三
年
分
よ
り
一

定
の
所
得
に
関
す
る
源
泉
徴
収
票
に
つ
い
て
は
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
で
読
み
取
る
こ
と
で
直
接
入
力
す
る
こ
と
な
く
確

定
申
告
を
行
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、

実
現
可
能
性
は
低
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
リ

ア
ル
タ
イ
ム
の
所
得
情
報
で
暫
定
的
な
現
金
給
付
を
年
数

回
に
分
け
て
行
い
、
最
終
的
に
は
暦
年
所
得
で
給
付
額
の

確
定
と
調
整
を
行
え
ば
よ
い
。

　

第
二
に
、
こ
れ
ら
の
個
人
所
得
を
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
通

じ
て
合
算
し
、
世
帯
単
位
で
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
子

育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
の
よ
う
に
世
帯
主
の
年
収

を
世
帯
所
得
の
代
理
指
標
と
す
る
の
は
不
公
平
で
あ
る
。

世
帯
の
合
計
年
収
が
同
じ
一
、
〇
〇
〇
万
円
だ
っ
た
と
し

て
も
、
年
収
が
五
〇
〇
万
円
ず
つ
の
共
稼
ぎ
世
帯
は
受
給

で
き
る
が
、
世
帯
主
の
年
収
が
一
、
〇
〇
〇
万
円
で
は
受

給
で
き
な
い
と
い
っ
た
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。
世
帯
数

と
し
て
専
業
主
婦
（
夫
）
世
帯
よ
り
も
共
働
き
世
帯
の
方

が
多
く
な
っ
た
現
在
で
は
、
所
得
再
分
配
の
た
め
の
所
得

把
握
は
世
帯
単
位
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

扶
養
児
童
の
情
報
も
登
録
す
る
こ
と
で
世
帯
規
模
に
よ
り

給
付
額
（
控
除
額
）
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

最
後
に
、
現
金
給
付
は
申
請
型
で
は
な
く
、
プ
ッ
シ
ュ

型
で
行
う
こ
と
で
あ
る
。
所
得
再
分
配
や
現
金
給
付
の
問

題
点
の
一
つ
と
し
て
ス
テ
ィ
グ
マ
の
問
題
が
あ
る
。
こ
の

ス
テ
ィ
グ
マ
の
存
在
に
よ
り
、
本
来
は
受
給
要
件
を
満
た

し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
給
付
申
請
を
た
め
ら
う
こ
と
が

あ
る
。
普
遍
主
義
の
利
点
は
こ
の
よ
う
な
ス
テ
ィ
グ
マ
が

な
い
こ
と
で
あ
り
、
特
別
定
額
給
付
金
も
各
市
区
町
村
の

努
力
も
あ
り
高
い
給
付
率
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
本
来
ほ
と
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ん
ど
す
べ
て
の
個
人
が
給
付
金
を
受
給
し
た
い
と
考
え
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
申
請
に
よ
り
給
付

を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
各
世
帯
は
受
給
申
請
の
判
断

を
す
る
こ
と
な
く
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
世
帯
所
得
に
よ
り
自

動
的
に
給
付
額
を
決
定
し
、
プ
ッ
シ
ュ
型
で
給
付
を
行
う

べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
プ
ッ
シ
ュ
型
に
よ
り
給
付
を

迅
速
に
行
う
た
め
に
は
、
世
帯
の
保
有
す
る
金
融
機
関
口

座
の
一
つ
を
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
と
も
に
登
録
し
て
も
ら
う

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
令
和
四
年
春
以
降
に
公
金
受
取
口

座
登
録
制
度
と
し
て
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
の
金
融
機
関

の
口
座
登
録
が
開
始
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
上
記
登
録
申

請
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
促
進
に
向
け
た
マ
イ

ナ
ポ
イ
ン
ト
の
付
与
対
象
に
も
な
っ
て
い
る
が
、
恒
久
的

な
現
金
給
付
政
策
が
導
入
さ
れ
る
な
ら
ば
、
金
融
機
関
の

口
座
登
録
に
は
強
い
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
あ
る
で
あ
ろ

う
。

　

こ
の
よ
う
な
現
役
世
代
の
低
所
得
者
向
け
の
給
付
付
き

税
額
控
除
制
度
を
整
備
し
て
お
く
こ
と
は
、
就
労
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
を
確
保
し
つ
つ
所
得
格
差
を
是
正
す
る
こ
と
に

も
つ
な
が
る
。
さ
ら
に
、
次
な
る
感
染
症
や
自
然
災
害
を

含
め
た
マ
ク
ロ
経
済
シ
ョ
ッ
ク
が
発
生
し
た
際
の
迅
速
な

対
応
を
も
可
能
と
す
る
。
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
時
代
に
お
い

て
は
平
時
か
ら
の
現
金
給
付
政
策
の
導
入
が
望
ま
れ
る
。

（
注
）

⑴　

総
務
省
Ｈ
Ｐ
「
特
別
定
額
給
付
金
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
緊
急
経
済
対
策
関
連
）」https://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
enu_

seisaku/gyoum
ukanri_sonota/covid-19/kyufukin.htm

l

⑵　

内
閣
府
Ｈ
Ｐ
「
子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
に
つ
い
て
」

https://w
w
w
5.cao.go.jp/keizai1/kosodatesetaikyufu/index.

htm
l

⑶　

令
和
三
年
度
第
一
次
補
正
予
算
で
は
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に

対
す
る
臨
時
特
別
給
付
金
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
住
民

税
非
課
税
世
帯
等
に
対
し
て
、
一
世
帯
当
た
り
一
〇
万
円
の
現
金
を

給
付
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
兆
四
、
三
二
三
億
円
の
予
算
が
計
上
さ

れ
て
い
る
。

⑷　

諸
外
国
の
給
付
付
き
税
額
控
除
制
度
に
つ
い
て
は
、
森
信
茂
樹
編
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著
（
二
〇
〇
八
）『
給
付
つ
き
税
額
控
除
―
日
本
型
児
童
税
額
控
除
の

提
言
』
中
央
経
済
社
、
や
鎌
倉
治
子
（
二
〇
一
七
）「
諸
外
国
の
就
労

促
進
・
子
育
て
支
援
等
の
た
め
の
税
制
上
の
措
置
―
所
得
課
税
に
関

連
し
て
―
」『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』N

o.795,�pp.103-119,

な
ど
が
詳
し

い
。

⑸　

給
付
付
き
税
額
控
除
の
代
表
例
と
し
て
知
ら
れ
る
米
国
Ｅ
Ｉ
Ｔ
Ｃ

（
勤
労
所
得
税
額
控
除
）
で
は
、
世
帯
所
得
に
応
じ
て
、
所
得
が
増
加

す
れ
ば
控
除
額
も
増
加
す
る
逓
増
段
階
、
所
得
が
増
加
し
て
も
控
除

額
が
一
定
の
定
額
段
階
、
所
得
の
増
加
と
と
も
に
控
除
額
が
減
少
す

る
逓
減
段
階
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

⑹　

本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
か
ら
割
愛
す
る
が
、
給
付
付
き
税
額
控
除

の
制
度
設
計
に
お
い
て
は
低
所
得
者
だ
け
で
な
く
、
求
職
者
（
特
に

雇
用
保
険
の
失
業
等
給
付
の
受
給
期
間
が
終
了
し
た
者
や
受
給
資
格

を
持
た
な
い
者
）
へ
の
支
援
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

�

（
た
か
ま
つ
　
よ
し
ひ
ろ
・
明
治
学
院
大
学
経
済
学
部
教
授

当
研
究
所
客
員
研
究
員

）


